
＜病院で保険証を利用したら＞

国民健康保険のしくみ

＜接骨院(整骨院）で保険証を利用したら＞

施術する

接骨院

（整骨院）

一部負担金

を支払う

療養費の

残りを

求める

療養費の残りを支払う

接骨院（整骨院）は医療機関ではないため、療養費として扱われます！

療養費支給申請書

を提出し療養費の

残りを求める

療養費の一部

を支払う

療養費支給申請書

に著名し受領委任をする
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